
成約価格の通知

不動産取引
宅建業者

①

指定流通機構

成約価格の提供

②

※宅建業法による通知義務

※提供対象地域
　「北海道」「宮城県」「埼玉県」「千葉県」
　「東京都」「神奈川県」「愛知県」「大阪府」
　「京都府」「兵庫県」「広島県」「福岡県」

消費者

システム利用

③

加工された成約価格の提供

④

不動産取引情報提供システム
REINS　Market　Information

不動産取引情報の収集と提供の仕組み

宅建業法50条の2の4に基づき、
「成約価格の通知」義務の受け
皿として、国土交通大臣により指
定された公益法人

成約価格の集約、分析を行い、散布図やグラフを用いた形式に加工
→「加工された成約価格」


